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令和６年度 決算特別委員会

会議録（第１号）

１．招集年月日 令和６年９月４日（水）

２．招集の場所 熊野町役場 ４階 第１委員会室

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

３．出席議員（１４名）

委員長 尺 田 耕 平 副委員長 水 原 耕 一

委員 藤 本 健 太 委員 世 良 将 生

委員 福垣内 邦 治 委員 光 本 一 也

委員 中 島 宜 数 委員 竹 爪 憲 吾

委員 沖 田 ゆかり 委員 片 川 学

委員 民 法 正 則 委員 荒 瀧 穂 積

委員 大瀬戸 宏 樹 委員 時 光 良 造

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．欠席議員（なし）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．事務局出席 議会事務局長 桐 木 和 義

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明員

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 岩 田 秀 次

教 育 長 平 岡 弘 資

総 務 部 長 西 岡 隆 司

企 画 担 当 部 長 榎 並 正 和

住 民 生 活 部 長 西 川 伸一郎

健 康 福 祉 部 長 西 村 ゆ り

建 設 農 林 部 長 堂 森 憲 治

技 術 担 当 部 長 寺垣内 栄 作

教 育 部 長 立 花 太 郎
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総 務 部 次 長 佛 圓 至 裕

財 務 課 長 多久見 良 数

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．協議事項

付託された「認定第１号 令和５年度熊野町各会計歳入歳出決算認定」、「認定第２

号 令和５年度熊野町上水道事業会計決算認定」について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．内容

（開会 １５時０９分）

○委員長（尺田） ただいまの出席委員は１４名です。定足数に達しておりますので、た

だいまから決算特別委員会を開会します。

本委員会に付託された認定第１号、令和５年度熊野町各会計歳入歳出決算認定につい

て、認定第２号、令和５年度熊野町上水道事業会計決算認定についてを議題といたしま

す。

初めに、審査の手順ですが、お配りしております令和６年決算特別委員会審査方法に

基づき行うこととします。まず、一般会計と各特別会計の決算全般における概要及び下

水道事業会計決算における概要について副町長から説明を受けたいと思います。

次に、各部門ごとの主要事業について、各担当部長から説明を受けた後に各会計書類

の閲覧時間を設けたいと思います。この閲覧時間の際に、個々で質疑をしていただけれ

ばと思います。最後に部門ごとで統括質疑を行い、委員会としての意見をまとめたいと

思います。

以上のような流れで審査を行っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（尺田） 異議がないようですので、早速、審査に入りたいと思います。

令和５年度各会計歳入歳出決算書は事前にお配りしております。

それでは、副町長から決算書の概要について説明をお願いします。

岩田副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（岩田） それでは私のほうから、一般会計と特別会計、それから企業会計の下

水道会計について御説明をさせていただきます。少し長くなりますけども、よろしくお
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願いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ちょっと待ってください。

副町長、どうぞ。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（岩田） それでは、まず決算書の２ページの財産に関する調書を御覧ください。

よろしゅうございますか。

まず、令和５年度末の公有財産の状況について御説明をいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 副町長、座ってください。座っていただいて大丈夫です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（岩田） じゃあ座って失礼します。

すみません、それでは、令和５年度末の公有財産の状況について御説明します。

一番下の行を御覧ください。

土地につきましては、前年度に比べ１,３７０.１９平米減少し、全体では１４３万１,

０９９.１３平米となっております。

建物につきましては、非木造が３７４.９０平米減少したことで、全体では、下段の

右側になりますが、８万９８６.６７平米となっております。

増減の内容につきまして御説明させていただきますので、４ページを御覧ください。

上段の行政財産の土地では、公有財産のその他の施設におきまして、呉地、出来庭、

中溝地区の宅地開発に伴う用悪水路の寄附等によって、２２９.８１平米の増、公共用

財産の公園におきまして、呉地、川角地区の宅地開発に伴い、新たに公園が設置された

ことによる２９６平米の増となっております。

行政財産の建物では、公共用財産の公営住宅におきまして、出来庭地区の慶神住宅の

解体による非木造３７４.９平米の減となっております。

次に、下段の普通財産の土地では、山林におきまして、広島県の砂防事業に伴う売却

のため、１,８９６平米の減、普通財産の建物については増減がございません。

続きまして６ページを御覧ください。

（２）の出資による権利につきましては、前年度から変更がなく、１億８１８万６,

０００円となっております。
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２の物品（公用車）ですが、４台増加、５台減少でございます。増減内容につきまし

ては、新規の購入による増加が１台、消防積載車など買替えによる増減が３台、修理が

困難な車両の廃車による減少が２台で、全体では前年度末から１台減少し、決算年度末

の末現在の保有台数は５８台となっております。

それでは次に、一般会計及び各特別会計の決算につきましては、各会計の全体像とし

て、決算額、収支、歳入における不納欠損額及び収入未済額、歳出における不用額につ

いて御説明させていただきます。なお、令和５年度から債務が確定した督促手数料及び

延滞金の調定を行ったことから、不納欠損額、収入未済額が昨年と比べ増加をしており

ます。

７ページを御覧ください。

令和５年度一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入歳出予算額はそれぞれ１０５

億７,４２７万２,０００円に対し、歳入決算額が１０３億７,４３９万３,８９６円、歳

出決算額は１０１億９,５９０万５,５６２円で、歳入歳出差引残高は１億７,８４８万

８,３３４円となっております。

９ページを御覧ください。

実質収支でございます。

３の歳入歳出差引額から、４の（２）繰越明許費繰越額４５６万７,０００円を翌年

度へ繰り越すべき財源として差し引いた１億７,３９２万１,３３４円となっております。

なお、繰越明許費繰越額は、６月の令和６年第２回熊野町議会定例会において御報告い

たしました、筆の里工房周辺整備事業や道路維持管理事業などに係る財源となっており

ます。

次に、一般会計の歳入ですが、１０ページから１５ページにかけて款及び項ごとの決

算状況、２２ページから６３ページにかけて目及び節ごとの決算状況を取りまとめてお

ります。この中で、不納欠損額及び収入未済額の概要について御説明をさせていただき

ます。

１０ページをお願いいたします。

不納欠損額につきましては、町税で３９０万３,５２７円、１３ページの分担金及び

負担金で５万８００円、使用料及び手数料で８万３,５００円、諸収入で１４３万３,７

１４円を不納欠損処分としております。

また、収入未済額は１５ページ、一番下の合計欄にありますように、一般会計全体で
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１億９,３９８万３,３１４円となっております。

町税などを除く収入未済額の主な要因といたしましては、物価高騰対応重点支援給付

金支給事業やワクチン接種などに係る国庫補助金などを財源とした繰越事業で、交付決

定を受けたものの、実際の収入は事業が完了する年度となるため、令和５年度の決算時

点では収入未済額として多く計上されております。

次に歳出ですが、１６ページから１９ページに款及び項ごとの決算状況、６４ページ

から１２７ページに目及び節ごとの決算状況を取りまとめております。この中で不用額

について御説明させていただきます。

１９ページ一番下を御覧ください。

合計欄にありますように、２億６,３３１万８,４３８円が不用額となっております。

不用額については、扶助費などの社会保障に係る事業で、的確な見通しの把握が難しい

場合や、前年度からの繰越事業で、入札等により執行残が生じても補正予算による減額

ができないことから、不用額が発生する場合がございます。これについては、毎年度予

算編成に当たって、事務事業の精査を行い、適切な予算の計上に努めるとともに、不要

となる経費については補正予算で減額しておりますが、今後さらなる精査に努めてまい

ります。

それでは１３１ページを御覧ください。

国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算について説明をさせていただきます。

歳入歳出予算額はそれぞれ２３億５５１万５,０００円に対し、歳入決算額は２２億

４,２０３万７,５９０円、歳出決算額は２２億２,６１１万１,６６９円で、歳入歳出差

引残高は１,５９２万５,９２１円となっております。

１３３ページを御覧ください。

繰り越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も１,５９２万５,９２１円とな

っております。

１３４ページの歳入でございますが、不納欠損額につきまして、国民健康保険税の５

５１万６,４１８円、使用料及び手数料で督促手数料３万４,７００円、諸収入で延滞金

７３万９,８００円を不納欠損処分としております。また、収入未済額は、国民健康保

険税や督促手数料、延滞金など、会計全体で８,９７６万９,６５１円となっております。

１３６ページからの歳出につきましては、不用額が７,９４０万３,３３１円となって

おり、その主な内容は、保険給付費７,３２９万６,０８２円でございます。
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続きまして１５７ページを御覧ください。

後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算について御説明いたします。

歳入歳出予算額はそれぞれ８億８,８０７万円に対し、歳入決算額は８億８,８１３万

２,１８３円、歳出決算額が８億７,７４０万７,７２８円で、歳入歳出差引残高は１,０

７２万４,４５５円となっております。

１５９ページを御覧ください。

繰り越すべき財源はございませんので、５の実質収支額も１,０７２万４,４５５円と

なっております。

１６０ページの歳入でございますが、不納欠損額は、後期高齢者医療保険料におきま

して、１８万４５５円、収入未済額が保険料や督促手数料、延滞金で１６５万７,４６

６円となっております。

１６２ページの歳出につきましては、不用額が１,０６６万２,２７２円というふうに

なっておりまして、その主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金の１,０１８万７

０円でございます。

次に１７３ページをお願いいたします。

介護保険特別会計の歳入歳出決算について説明をさせていただきます。

歳入歳出予算額がそれぞれ２４億５,１１２万８,０００円に対し、歳入決算額が２４

億３,１５８万８,４８０円、歳出決算額が２３億８,１９２万１,３０３円、歳入歳出差

引残高は４,９６６万７,１７７円となっております。

１７５ページをお願いします。

繰り越すべき財源もありませんので、こちらも５の実質収支額４,９６６万７,１７７

円となっております。

次に、歳入及び歳出についてですが、介護保険特別会計は保険事業勘定、介護サービ

ス事業勘定の二つの勘定に分けておりますので、それぞれ御説明させていただきます。

まず、保険事業勘定について説明させていただきます。

１７８ページをお開きください。

歳入でございますが、不納欠損額が介護保険料におきまして１７７万４,０９７円、

使用料及び手数料で督促手数料２８万９,５００円、諸収入で延滞金２５３万５,０５２

円を不納欠損処分としております。また、収入未済額が保険料や督促手数料、延滞金で

４８９万４,０１７円となっております。
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１８０ページの歳出でございます。

歳出につきましては、不用額が６,８８１万３,４７３円となっております。その主な

内容は、保険給付費６,０２１万２,５６１円でございます。

次に、介護サービス事業勘定について説明をさせていただきます。

１８４ページをお願いいたします。

歳入でございますが、介護サービス事業勘定は全ての歳入が公費で賄われております

ので、不納欠損額、収入未済額等ございません。

１８６ページ、歳出につきましては、事業費の不用額は３９万３,２２４円となって

おります。

以上が、一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の概要でございます。

続きまして、令和５年度の基金の運用状況について説明をさせていただきます。

２２３ページをお願いいたします。

基金財産につきましては、出納整理期間の適用はありませんが、各会計と同様に、出

納整理期間における増減を含む金額で説明させていただきます。

１の土地開発基金でございます。

（１）の預金では、町道城之堀線及び萩城中央線の町道改良事業に係る用地を購入し、

８２８万６,６１４円を支出したことにより、基金残高は２億４,５６８万８,６８６円

となっております。

（２）の土地につきましては、２１７.６６平米増の７,７４４.５１平米となってお

ります。

２の財政調整基金につきましては、下２行分の合計、以後、この形でお願いいたしま

す。利子を含め１億５,２１９万８,５７６円の積立てを行い、基金残高は１９億９０２

万２,２２３円となっております。

３の筆の里づくり基金につきましては、ふるさと納税を財源に１億１,３７１万２,４

３９円の積立てを行い、一般会計６,６１８万４,０００円取り崩した結果、基金残高は

４億１,０１５万３,７８３円となっております。筆の日などの筆文化の継承に資する事

業や、避難所用備品の購入などの災害に強いまちづくりに関する事業として取り崩した

ものでございます。

２２４ページ、４の減債基金につきましては、利子を含め２,６６１万５,０９５円の

積立てを行い、基金残高は６,９３２万１,６６５円となっております。積立ての主な要
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因は、国から交付税の追加交付によって措置された令和６年度、７年度における臨時財

政対策債の償還基金費を基金に積み立てたものでございます。

５の地域福祉基金につきましては、利子５,０００円の積立てを行い、一般会計１,２５

４万６,０００円を取り崩した結果、基金残高は１億１,３８０万１,８９２円となって

おります。生活福祉交通お出かけ号運行事業の財源として運用をしております。

２２５ページ、８の公共施設等整備基金につきましては、利子を含め１,３７１万５,

４４８円の積立てを行い、基金残高は５億８,８３２万８,３６４円となっております。

積立ての主な要因は、コーポラス熊野における使用料収入の余剰額を基金に積み立てた

ものでございます。

９の森林環境基金につきましては、森林環境譲与税を原資としたもので、１４６万７,

１００円の積立てを行い、基金残高は１,１５５万２,１００円となっております。

１１の介護給付費準備基金につきましては５,１０９万６,０００円を積立てし、基金

残高は９億３,３１２万８,８８９円となっております。

なお、その他の基金につきましては、移動がないものや利息の積立てのみとなってお

りますので、説明のほうは省略をさせていただきます。

また、２２７ページからの主要事業につきましては、各部長から説明をさせていただ

きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（岩田） それでは続きまして、下水道事業会計についてその概要を説明させて

いただきます。

令和５年度熊野町下水道事業決算書を御覧ください。よろしゅうございますか。

まず、剰余金の処分について御説明いたします。

熊野町下水道事業決算書の１２ページをお開きください。

下段の表、令和５年度熊野町下水道事業剰余金処分計算書を御覧ください。

剰余金の処分についてですが、当年度の未処分利益剰余金は３,６１０万１,０６８円

で、条例に基づき全額を減債積立基金へ積み立てるものでございます。

続きまして、令和５年度下水道事業の概要を御説明いたします。２０ページをお願い

いたします。

１、概況、（１）総括事項の中ほどにございます、ア、業務状況についてですが、公

共下水道の普及率は９０.６％、対前年度比０.１ポイントの減となっております。
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次に、年間汚水処理量ですが、１９４万９,０８５立米、対前年度比３.６％の減とな

っております。

次に、年間有収水量ですが、１７３万９,７０３立米で、対前年度比０.５％の減とな

っております。

最後に、有収率ですが、８９.２％で、対前年度比２.７ポイントの増となっておりま

す。

続きまして、イ、建設改良事業ですが、令和５年度は汚水管渠改築更新事業として、

熊野団地内の汚水管渠を全体延長０.４５キロ改築更新いたしました。この総事業費は

税抜き額で６,２８２万円となっております。

続きまして、ページを少し戻っていただきまして、６ページ、７ページをお願いいた

します。

下水道事業の決算状況について御説明いたします。

（１）収益的収入及び支出、まずは収入ですが、決算総額は５億８,８４９万１,５７

４円で、このうち下水道使用料等の営業収益は２億６,７１２万３,９６８円、一般会計

補助金や長期前受金戻入等の営業外収益は３億２,１３５万２,２０６円、特別利益は１

万５,４００円となっております。

次に支出でございますが、決算総額は５億４,７５３万９,８９７円で、このうち主に

維持管理に係る経費等としての営業費用は、４億９,０１９万６３３円、企業債利息等

の営業外費用が５,７３４万２,０５３円、特別損失が７,２１１円となっております。

８ページ、９ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出で、まずは収入でございますが、決算総額は３億４,７０

４万４,０００円で、このうち企業債は１億８,６３０万円、一般会計からの繰入れとし

ての他会計出資金は１億２,７０６万６,０００円、国庫補助金は２,８００万円、受益

者負担金等の負担金は５６７万８,０００円となっております。

次に支出でございますが、決算総額は５億１,７９６万４,５８７円で、このうち管路

の改築更新等に係る経費として、建設改良費は９,８３６万５,８７７円、企業債の償還

金が４億１,９５９万８,７１０円となっております。この資本的収支の不足額１億７,

０９２万５８７円につきましては、消費税及び地方消費税資本的収支調整額４７６万３,

２４０円、減債積立金４,３３５万１７６円、過年度損益勘定留保資金１,３６８万１,

９２３円及び当年度損益勘定留保資金１億９１２万５,２４８円で補塡をしております。
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令和５年度の下水道事業会計剰余金の処分及び決算の概要については以上でございま

す。

私からは以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ありがとうございます。

これより各部門における令和５年度の主要事業について説明を受けたいと思います。

それでは総務部から説明をお願いします。西岡総務部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部長（西岡） それでは座ったまま説明させていただきます。

総務部門の主要事業について御説明させていただきます。

資料は、令和５年度歳入歳出決算附属資料と、令和５年度一般及び特別会計歳入歳出

決算書の二つを用いて説明させていただきます。

それでは、歳入歳出決算附属資料の１２ページをお開きください。

まず総務課の県議会議員選挙事業です。

決算書では、７６ページから７７ページとなります。

任期満了に伴い、令和５年４月９日に失効しました県議会議員選挙ですが、有権者数

１万９,５２６人、投票者数７,３１１人、投票率３７.４４％でした。事業費は４２０

万８,０００円で、主な事業費は投票立会人などの報酬、選挙事務従事者の職員手当等

でございます。

続いて、町議会議員選挙事業です。

決算書は同じく７６ページから７９ページとなります。

任期満了に伴い、令和５年４月２３日に執行しました町議会議員選挙ですが、有権者

数１万９,５３１人、投票者数９,８０２人、投票率５０.１９％でした。事業費は９３

３万８,０００円で、主な事業費は投票立会人などの報酬、選挙事務従事者の職員手当、

入場券等の郵送料、ポスター掲示板の維持管理、撤去委託料等でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 榎並企画担当部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○企画担当部長（榎並） 次に、政策企画課のふるさと納税事務事業です。

決算書では７０ページから７１ページで、事業費は９,０６４万４,０００円です。
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主な事業内容ですが、ふるさと納税のＰＲや寄附の受納、寄附者に対する返礼品の贈

呈等を行い、ふるさと納税を通じて県内外に広くまちの魅力を発信しました。また、令

和５年度はふるさと納税の民間ポータルサイトふるさとチョイスと楽天ふるさと納税に

加え、新たに三越伊勢丹ふるさと納税とさとふるを追加したことで、寄附件数が増加す

るなど、より一層、町内事業者の需要開拓や販売促進等の支援を行いました。なお、歳

入における令和５年度のふるさと納税における寄附金額は２億２,１５５万６,０００円、

寄附件数６,６７５件となっております。

次に、産業観光課の筆の里工房事業です。

決算書の７２ページから７３ページで、事業費１億５,３３６万３,０００円です。

主な内容は、筆づくりの歴史と伝統を生かし、魅力ある熊野のまちづくりを補う施設

として設置しました筆の里工房の円滑な運営を図るもので、指定管理委託料、人件費及

び自主事業補助金のほか、令和４年度からの繰越事業といたしまして、耐用年数経過に

より老朽化した受変電施設の更新を行いました。

次に、商工振興事業です。

決算書では１００ページから１０３ページで、事業費は２億３８３万２,０００円で、

うち７,８７５万円が熊野町地域経済応援クーポン券業務でございます。

主な内容は、熊野町商工会への支援等、町内の商工振興を行うとともに、新型コロナ

ウイルス感染症に伴う支援策として、原油価格・物価高騰対策、地域経済の活性化、生

活や支援を目的とした地域経済応援クーポン券の発行を行い、利用率は９３.４％、参

加事業者数は１００店舗でした。

次に、観光推進事業です。

決算書では１０２ページから１０３ページで、事業費は１,３５３万１,０００円です。

主な内容は、熊野町を対外的にＰＲし、観光客を呼び込むとともに、住民主体の観光

やまちづくりを推進するため、町内外の関係団体と連携した観光推進活動、広島県観光

連盟や呉地区観光連絡協議会など、広域的な観光連携事業に取り組みました。また、本

町の特色を生かした観光まちづくり事業として、新名物アイデアコンテストの実施や、

町内の食の魅力を発信するため、グルメガイドマップを制作しました。

次に、筆の里工房周辺整備事業です。

決算書では１０８ページから１０９ページで、事業費は７,６７３万８,０００円のう

ち、３,１０４万５,０００円が産業観光課分です。
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主な内容は、筆の里工房北側の都市公園予定地に観光交流施設を整備するため、令和

４年度の基本設計業務に続き、実施設計業務を実施しました。

総務部の５年度主要事業につきましては、以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 続いて、住民生活部門の説明をお願いします。西川住民生活部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部長（西川） それでは、総務部門に引き続き、住民生活部の主要事業につい

て御説明いたします。

住民生活部には、一般会計及び二つの特別会計がありますので、まず一般会計から説

明を行い、続いて特別会計の説明を行います。

歳入歳出決算附属資料１２ページをお開きください。

下から４段目の個人番号カード関連事務事業です。

決算書では、７６ページから７７ページで、事業費は２,１７０万８,０００円です。

この事業は、マイナンバーカードの普及促進を図るためのマイナンバーカードの申請

サポートや、交付に係る事務で、令和５年度中のカード申請件数は８４４件、申請支援

が５１８件、マイナポイントの申込支援が１,５０８件となっております。

次に、防災安全課の災害予防及び応急対策事業です。

決算書では１１２ページから１１３ページになります。

主な内容は、防災・減災まちづくり会議企画運営事業で、町と町民、住民団体等が防

災・減災のための役割を明確にし、協働による防災・減災を継続して推進するため、防

災・減災まちづくり会議を開催しました。令和５年度は、みんなで考えよう熊野町の防

災をメインテーマとし、講演、ワークショップ、訓練を中心に計６回の会議を開催し、

事業費は括弧内の３９９万１,０００円です。

次に、生活環境課の交通輸送対策事業です。

決算書では７２ページから７３ページになります。

この事業は、住民生活に必要不可欠な生活交通路線を確保するための生活福祉交通お

出かけ号の継続運行や、路線バス事業者の運行経費の補助金交付を広島市と共同で行っ

ています。事業費は４,６３３万１,０００円です。このうち、熊野町地域公共交通計画

策定のための業務委託費は３か年契約で１,１７９万２,０００円、令和５年度分は３６

４万１,０００円となっています。
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このほか、主な内容は、生活福祉交通お出かけ号を２４６日間１,３８６便の運行を

行い、その委託料が１,２５４万７,０００円、生活交通路線の運行確保では、朝日交通

株式会社が運行する路線に赤字補塡分の補助金として２,５０２万７,０００円を支出し

ました。また、生活交通バス燃油価格高騰緊急支援として、広島電鉄株式会社と朝日交

通株式会社へ合計で３５１万８,０００円の補助を行いました。

次の廃棄物収集運搬事業では、決算書では９６ページから９７ページになります。

事業費は８,２７９万７,０００円で、この事業は各家庭からごみステーションに出さ

れたごみや資源物を民間業者への委託により収集し、各分別に応じた処理施設へ運搬す

るものです。このうち、ごみの適正収集及び運搬に当たる廃棄物収集運搬業務委託料は

７,８０５万９,０００円で、可燃ごみ・資源物等の業務を町内の３業者に委託して行っ

ております。各業務の１日当たりのごみ等の搬出量の推移は、事業内容欄の表のとおり

となっており、排出量は僅かですが減少しております。

次に資料１３ページ上段の消費者啓発事業です。

決算書では１０２ページから１０３ページになります。

事業費は１６０万４,０００円で、この事業では、町民の安全で豊かな消費生活を確

保するため、消費生活相談員による出前講座での悪質商法等に関する啓発や、消費生活

相談窓口を開設しています。また、新規事業として、特殊詐欺を未然に防止するため、

６５歳以上を対象に、特殊詐欺等防止機能つき電話機の購入費補助を行い、熊野町特殊

詐欺等対策機器購入事業補助金として５０万７,０００円、５４件の交付実績となって

おります。

続いて、住民生活部の所掌をする二つの特別会計について説明いたします。

資料１７ページをお開きください。

最上段に国民健康保険事業特別会計の国民健康保険事業です。

決算書では１４８ページから１５５ページになります。

国民健康保険事業の決算額は２２億２,６１１万２,０００円、対前年度比１億６,１

５３万８,０００円、６.８％の減です。事業内容としましては、国民健康保険制度は国

民皆保険の中核をなす制度で、主に７４歳までの自営業者や退職者など、他の保険に加

入していない人を対象として、疾病、負傷、出産及び死亡に対して保険給付を行ってい

ます。また、疾病の予防や早期発見、重症化防止等を目的とした特定健診等の結果に基

づく保険事業及びデータヘルス計画による腎症重症化予防事業を実施するとともに、後
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発医薬品差額通知等の医療費適正化への取組を併せて実施しています。

本年３月末現在の被保険者数は３,８９０人、対前年度比２２４人、５.７％の減でし

た。加入世帯数では２,６７２世帯、対前年度比１１９世帯、４.４％の減で、近年６０

代の就労継続や団塊世代の後期高齢医療保険への移行などにより減少傾向が続いていま

す。

主な支出となります保険給付費は２１億７,６８１万３,０００円、対前年度比１億４,

０９３万９,０００円、６.１％の減となっています。なお、この保険給付費の費目につ

いては、県へ納付する事業費が含まれていますので、その県への納付する事業費を除い

た実質の保険給付給付費は１６億２,８２４万１,０００円で、対前年度比１億５,０７

１万６,０００円、８.５％の減となっています。

保険税の現年度収納率は９４.７８％で、対前年度比０.３６％減となりました。国保

財政につきましては安定的な財政運営や効率的な事業の確保に向け、県と市町が共同で

取り組む県単位化制度の安定化を目指してまいります。

続いて３の後期高齢者医療特別会計の後期高齢者医療事業です。

決算書では１７０ページから１７１ページになります。

事業費の決算額は８億７,７４０万８,０００円で、対前年度６,２３１万８,０００円、

７.６％の増でした。増額の主な要因は、被保険者数の増によるものです。

後期高齢者医療制度は、県内全市町が加入する広域連合を保険者として、被保険者の

認定、保険料の決定及び保険給付等を行い、各市町では申請や届出等の窓口業務や保険

料の徴収事務を行っています。被保険者は７５歳以上の方と療育手帳マルＡやＡに該当

する方など、一定の障害をお持ちで、障害認定された６５歳以上７５歳未満の方で、本

年３月末現在で５,２３１人、対前年度比１９４人、３.７％の増となっております。

保険料の収納率は９９.６４％で、対前年度０.１３％の減です。主な支出となります

後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の事務費、医療給付費の負担額、徴収した

保険料等合算したもので、８億７,３４４万１,０００円、対前年度６,０７０万１,００

０円、７.５％の増となっています。増額の要因は、医療給付費負担額の増によるもの

です。

後期高齢者医療制度につきましては、高齢者の進展に伴い、今後も被保険者数及び医

療給付費とともに増加傾向が続くと思われますが、引き続き、広域連合と市町が相互に

役割を担い、連絡調整を図りながら事務の執行に努めてまいります。
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住民生活部の令和５年度主要事業につきましては以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ありがとうございます。

続いて、健康福祉部門の説明をお願いします。西村健康福祉部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康福祉部長（西村） まず最初に、主要事業の説明に入る前に、申し訳ございません、

１件訂正をさせていただきます。

先ほどの議案で、児童クラブの条例改正がございましたけれども、児童クラブの運営

の財源について国２分の１、県４分の１とお答えいたしましたけれども、正しくは、国、

県ともに３分の１、町も３分の１となっております。訂正いたします。申し訳ございま

せんでした。

それでは、健康福祉部門の主要事業について御説明いたします。

健康福祉部門は、一般会計及び特別会計がありますので、まず一般会計から説明を行

い、続いて、特別会計の説明を行います。

決算附属資料１３ページをお開きください。

最初に、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業です。

決算書では８０ページから８１ページで、事業費は２億２,９８７万８,０００円です。

物価高騰の家計への影響が特に大きいと考えられる住民税非課税、または世帯家計が

急変し、住民税非課税世帯と同様の状況にあると考えられる世帯に対し、１世帯当たり

３万円を支給しました。扶助費の合計は６,６６９万円、支給世帯数は２,２２３世帯で

す。

続いて、住民税非課税世帯に対し、１世帯当たり７万円を追加支給しました。扶助費

の合計額は１億６,１１４万円で、２,３０２世帯に支給いたしました。

続いて、価格高騰対応重点支援給付金支給事業です。

決算書では８０ページから８１ページで、事業費は３,３２９万６,０００円です。

低所得者及び定額減税を捕捉する給付について、令和５年度における個人住民税均等

割のみ課税されている世帯へ１世帯当たり１０万円、子ども加算として、住民税非課税

世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へ、当該世帯に扶養されている１８歳以下の児童１

人当たり５万円を支給いたしました。扶助額の合計は３,２８５万円で、均等割のみ課

税世帯は２０５世帯、子ども加算分は２４７人です。
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続いて、障害者福祉一般事業です。

決算書では８２ページから８３ページにかけてで、事業費は、事業全体で３２３万３,

０００円、計画策定にかける係る事業費は２２８万８,０００円となっています。

障害者及び障害児の自立支援、地域支援体制の推進整備のため、障害者保健福祉計画

及び第７期障害福祉計画、第３期障害児福祉計画を策定しました。

続いて、障害者総合支援事業です。

決算書では８２ページから８３ページにかけてで、事業費は８億６,６７６万１,００

０円となっています。

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等に対し、個々の障害の程度、ニー

ズに応じた障害福祉サービスを提供することにより、日常生活や社会参加を支援いたし

ました。障害者手帳の保持者は、全体的に増加傾向にあります。

続いて、生活保護一般事務事業、生活保護費支給事業です。

決算書では８６ページから８９ページで、事業費は２億５,５０２万円です。

令和５年度の保護世帯数は、年平均で、令和４年度と比較して２世帯減の１０８世帯、

保護人数は３人減の１６０人となっています。扶助費の支給額では、前年度と比べて１

３％減の２億２,１７８万６,０００円となっています。また、生活保護世帯の医療扶助

資格確認について、マイナンバーカードを利用したオンラインによる資格確認が導入さ

れることに伴い、生活保護システムのネットワーク構築等の改修を行いました。

次のページを御覧いただいて、１４ページ、介護保険一般事業です。

決算書では８４ページから８５ページとなります。

事業費は３億６,７０８万５,０００円です。

介護保険事業を計画的かつ円滑に運営するため、介護認定訪問調査員の報酬及び介護

保険特別会計繰出金など、介護保険事業経費に係る町費負担事業を実施するものです。

また、令和５年度は、令和６年度から令和８年度の３年間を計画年度とする熊野町高齢

者保健福祉計画第９期介護保険事業計画を策定いたしました。

介護保険特別会計繰出金についてですが、それぞれ法定負担割合としての繰出金です。

法定割合は括弧内に表記しています。

まずは、保険事業勘定ですが、介護給付費１２.５％、２億７,１８４万円、事務費１

００％、１,９５６万８,０００円、地域支援事業総合事業分１２.５％、７４８万１,０

００円、地域支援事業その他事業分１９.２５％、５７８万４,０００円です。
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介護サービス事業勘定については、事業費１００％、４５８万８,０００円です。ま

た、介護保険軽減負担金現年分負担率４分の１、３,０６５万７,０００円です。

次に、福祉医療費公費負担事業子育て支援課分です。

決算書では８４ページから８５ページになります。

事業費は７,７４６万８,０００円です。

子供とひとり親家庭に対し、医療費の公費助成を行いました。令和５年４月から乳児

医療費助成制度をこども医療費助成制度に改め、通院助成の対象者を就学前までから中

学３年生まで拡大することで、子育て支援の拡大を図ったところでございます。これに

より、令和５年度のこども医療費助成費の扶助費は、前年度と比べて５８.４％増額と

なりました。

次に、保育所等運営一般事務事業、保育所等運営事業です。

決算書では８８ページから９１ページになります。

事業費は９億７,８９０万３,０００円です。

町内二つの認可保育所と四つの認定こども園において、保育が必要な乳幼児を受け入

れ、基本的な保育のほか、多様な保育ニーズに対応するため、延長保育や病後児保育、

障害児保育等を継続して実施しました。そのほか、国の経済対策に基づいて、地方創生

臨時交付金を活用した原油価格物価高騰対策として、保育、教育施設に対して支援金を

支給しました。なお、令和５年度末時点での町内保育施設の入所状況は、定員４９３人

に対し５５８人の入所でございます。前年度より１４人増加しております。

次にくまの・こども夢プラザ管理運営事業です。

決算書では８８ページから８９ページになります。

事業費は１,３２５万円です。

くまの・こども夢プラザに保健師と保育士を配置し、くまの版ネウボラの相談支援拠

点として、各種育児相談や子育て支援事業を実施しました。

続いて、放課後児童健全育成事業です。

決算書では９０ページから９１ページで、事業費は５,２５３万７,０００円です。

就労等で昼間、保護者が家庭にいない児童の受皿として、放課後児童クラブを開所し、

適切な遊びや生活の場を提供することで児童の健全育成を図りました。入会児童数は令

和５年度平均で２９６人となっています。

ページをめくっていただいて、１５ページ、生活習慣病予防対策事業です。
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決算書では９２ページから９３ページで、事業費は３,６８３万１,０００円です。

健康増進法に基づく健康増進事業を実施いたしました。オーラルフレイル予防として、

節目歯周疾患検診の対象に７７歳から８０歳、８５歳、９０歳の後期高齢者を加えて実

施しました。

次に新型コロナウイルスワクチン接種事業です。

決算書では９２ページから９５ページで、事業費は１億２３４万４,０００円です。

国、県が示す方針及びワクチン供給量等に基づき、町医師会と連携を図りながら必要

な体制を構築し、生後６か月以上の接種接種希望者へ円滑にワクチン接種を実施しまし

た。

次に出産子育て応援交付金事業です。

決算書では９４ページから９５ページで、事業費は１,３３１万３,０００円です。

妊娠・出生の届出を行った妊婦、子育て世帯に対し、出産準備金を妊婦１人につき５

万円、子育て応援金を児童１人につき５万円を支給しました。実績としましては、出産

一時金は１２８件、６４０万円、子育て応援金は１３８件、６９０万円を支給しました。

続いて、１７ページ中ほど、４、介護保険特別会計について説明いたします。

まず、介護保険事業です。

決算書では２００ページから２０５ページで、事業費は２１億３,４２１万１,０００

円です。

第１号被保険者の資格取得や、保険料の賦課徴収事務、要支援・要介護認定を受けた

高齢者に対して、介護保険サービスの提供など、介護保険事業を実施しました。保険料

収納率は９９.６３％、対前年度０.０１％伸びています。

総務費は１,９７０万３,０００円、対前年度３５５万８,０００円、２２.０％の増額

です。

保険給付費は２１億１,４５０万８,０００円、対前年度１億１,５１６万３,０００円、

５.８％の増額です。第１号被保険者は、令和６年３月末現在で８,２１０人、対前年度

４４人、０.５％の減となっています。要支援・要介護認定者数は令和６年３月末で１,

３７６人、対前年度８７人、６.７％増となっています。

続いて一般介護予防事業です。

決算書では２０４ページから２０７ページで、事業費は１,４３２万２,０００円です。

住民主体で取り組める健康づくり、介護予防活動として、シルバーリハビリ体操の指
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導士養成事業を中心とした取組を行い、指導士と連携し、健康づくり及び介護予防に関

する普及啓発を行いました。令和３年度に認定した１級指導士とともに、１級及び３級

指導士を養成いたしました。令和３年度に完成した住民が住民を育てるシステムは順調

に運用ができています。

下の段の介護予防ボランティアポイント事業は、令和３年度から地域支援事業として

一般会計から移行して実施しています。高齢者等がボランティア活動及び関係講座など

に参加した場合にポイントを付与し、集めたポイントに対する奨励金は９４万２,００

０円、２９２人に支給いたしました。

健康福祉部の説明は以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 続いて、建設農林部門の説明をお願いします。堂森建設農林部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（堂森） 続きまして、建設農林部の令和５年度主要事業について御説明

いたします。

資料は、令和５年度歳入歳出決算附属資料、令和５年度一般及び特別会計歳入歳出決

算書のほかに、主要事業実績箇所図をファイルでお配りしておりますので、参考として

ください。

まず初めに、建設課の主要事業から説明いたします。

附属資料の１５ページをお願いいたします。

まず、町道深原公園線（鞘ノ河内工区）新設事業（繰越事業含む）でございます。

決算書では１０６、１０７ページの上段となります。

この事業は、新設道路として整備中の県道瀬野呉線バイパスから福原地区準工業地域

へのアクセス道路を整備し、物流と操業環境の向上を図るための事業でございます。主

な事業内容は、延長８０メートルの道路改良工事で、事業費は１,５４７万５,０００円

でございます。

次に、町道呉萩線（呉地・萩原工区）改良事業は、熊野東中学校付近から呉地公会堂

までの間で離合が困難な区間の一部を整備し、地域住民の利便性や通学する生徒の安全

性を向上させるもので、令和５年度は呉地工区へ延長８２メートルの道路改良工事を実

施し、事業費は１,８２８万９,０００円です。

次に、町道城之堀線改良事業は、県道の迂回路として交通量が増加している幹線道路
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について、狭隘区間の一部の拡幅を行い、併せて、通学路としての利用者の安全性を確

保するもので、令和５年度は城之堀６丁目工区で用地測量設計を実施し、事業費は５９

３万７,０００円です。

次に、町道川角中線改良事業（繰越事業）は、緊急車両の進入が困難な生活道路を整

備し、道路利用者の円滑な交通を図るもので、延長４０メートルの道路改良工事を実施

し、事業費は２４０万円です。

次に、町道萩城中央線改良事業は、萩原と城之堀を結ぶ路線の中で、狭隘区間の一部

の拡幅を行い、併せて、通学路としての利用者の安全性を確保するもので、物件移転補

償及び延長８０メートルの道路改良工事を実施し、事業費は１,４２６万２,０００円で

す。

次に、避難路整備事業（繰越事業含む）は、国の都市防災総合推進事業を活用し、安

全な避難行動が取れるように、袋小路等の団地に複数の避難ルートを確保するもので、

主な事業費は、皇帝ハイツ避難路の用地測量設計及び延長４５メートルの整備工事、町

道信原久保線の延長４９メートルの道路改良工事及び平谷台団地、緑翠園団地、出来庭

８丁目地区の測量設計を実施し、事業費は６,８１９万７,０００円です。

次に、町道萩原線新設事業は、県道矢野安浦線阿戸別れ交差点から新設される県道矢

野安浦線バイパスへ接続する主要幹線道路を新設するもので、延長０.３キロメートル

の調査測量設計を実施し、事業費は２,６５７万４,０００円です。

次に、（国庫）橋梁維持修繕事業は、橋梁点検の結果、早急に修繕が必要とされた明

神橋の補修工事を実施し、事業費は１,０２０万５,０００円です。

続きまして、都市整備課の主要事業について御説明いたします。

附属資料の１６ページ上段をお願いいたします。

初めに、都市計画一般事業（立地適正化計画策定事業）です。

決算書では戻りまして、１０８、１０９ページで、事業費は全体で１,５４１万８,０

００円でございます。

この事業は、コンパクトなまちづくりと公共交通ネットワークの形成、住環境の形成

等立地の適正化を図り、持続可能なまちづくりを推進するための計画として、令和４年

度、５年度の２か年で策定を進めるもので、令和５年度は都市機能誘導区域や居住誘導

区域の設定、誘導施策並びに防災指針の検討を行い、計画の策定を行ったもので、事業

費は９８２万２,０００円でございます。
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次に、子育て世代、住むならくまの応援事業でございます。

事業費は２,０１３万６,０００円です。

この事業は、子育て世代の定住を促進し、人口の維持、地域の活性化を図るため、住

宅の新築または中古住宅の購入を支援するもので、１０１件の申請に対し、助成金を交

付しております。

内訳は、町内転居が３６件、町外からの転入が６５件でございます。

次に、筆の里工房周辺整備事業（都市整備課分繰越事業）でございます。

事業費は７,６７３万８,０００円で、都市整備課所管分は４,５６９万３,０００円で

ございます。

この事業は、隣接する筆の里工房と一体となった観光交流拠点としての公園を整備す

るものです。

主な事業内容は、事業地に給水するための上水道管の増強工事の負担金、業務委託と

して令和５年度公園実施設計業務（構造物設計等）では調整池における構造物の詳細設

計を、保安林解除申請作成業務では事業地内の保安林１,５０５平方メートルの保安林

解除を行うものでございます。

続きまして、農林緑地課の主要事業について御説明いたします。

初めに、農業基盤整備事業（繰越事業含む）繰越事業でございますが、事業費は全体

で３,４２３万８,０００円です。

この事業は、広島県が実施したため池廃止工事の下流側に水路の整備を行ったもので、

主な内容は、繰越予算により出来庭のクソガメ池で延長１５メートル、萩原の上池で延

長５２メートル、堀田池で延長７０メートルの水路工事を実施し、事業費は５７９万９,

０００円です。

次に、小規模崩壊地復旧事業でございます。

この事業は、広島県が実施した治山堰堤工事の下流側に水路の整備を行ったもので、

主な内容は、城之堀のフロア古屋奥地区で、現地の測量と水路の詳細設計業務を、呉地

の恵原山地区で延長６０メートルの水路工事を実施し、事業費は２,２３４万５,０００

円です。

一般会計の説明は以上となります。

続きまして、下水道事業会計の主要事業について御説明いたします。

附属資料の１７ページをお願いいたします。
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項目番号５、下水道事業会計の表を御覧ください。

熊野町下水道事業決算書では２３ページとなります。

１、建設改良費、熊野団地汚水環境改築更新事業でございますが、主な内容といたし

ましては、熊野団地内の４工区か所において、合計延長約４５０メートルの老朽管改築

更新工事を実施し、事業費の合計は６,９１０万２,０００円となっております。

主要事業の説明は以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 最後に、教育部門の説明をお願いします。立花教育部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部長（立花） 続きまして、教育部の主要事業について説明させていただきます。

附属資料１６ページを御覧ください。

初めに、教育費、教育総務費の小中学校感染症対応事業です。

決算書では１１４、１１５ページになります。

当該業務は、令和４年度の繰越事業分と令和５年度の現年分を合わせて、事業費は１,

３０１万３,０００円です。新型コロナウイルス感染症の対策として、必要な保健衛生

用品等を確保するとともに、効果的な換気対策を講じるための換気対策用品、冷暖房機

器等を整備し、学習環境の維持に取り組みました。

次に、教育費、中学校費の中学校大規模改造事業です。

決算書では１１８から１１９ページとなります。

当該業務は、令和４年度の繰越事業分と令和５年度の現年分を合わせて、事業費は４,

７５８万３,０００円です。そのうち、現年度分の熊野中学校、熊野東中学校格技場照

明改修工事の事業費は３８５万円です。安全・安心な教育環境を維持するとともに、避

難所としての環境改善を図るため、中学校２校の格技場照明の改修工事を実施いたしま

した。

次に、繰越事業分の熊野中学校西校舎トイレ改修工事の事業費は４,３２３万８,００

０円です。中学校施設の環境改善を図るため、熊野中学校西校舎トイレの洋式化、内装

改修、附属する機械、電気設備の改修工事を実施いたしました。

次に、教育費、社会教育費、町民会館施設管理事業の町民会館講堂特定天井改修工事

です。

決算書では１２０、１２１ページになります。
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事業費は、町民会館施設管理事業７,６８２万５,０００円のうち、５,４６７万６,０

００円です。

当該業務は、令和４年度の繰越事業分で、町民会館利用者の安全を確保するとともに、

避難所としての環境改善を図るため、既存不適格となっていた町民会館講堂の特定天井

の改修工事を実施いたしました。

教育部の令和５年度主要事業についての説明は以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 以上で、令和５年度における各会計決算の概要説明と各部における主

要事業の説明が終わりました。

それでは、明日９時半から、執行部から提出されております会計書類の閲覧を設けた

いと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（尺田） 異議がないようですので、明日９時半より閲覧時間を設けたいと思い

ます。

閲覧時間ですが、どれくらい設けましょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（時光） ３時頃まで。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） それでは、５日１５時までという御意見がございましたので、その時

間まで閲覧の時間を設けたいと思います。

部門ごとの総括質疑なんですが、その後設けられるようでしたらそのまま設けさせて

いただきたいと思いますし、翌日、総括質疑に入るということであれば、６日９時半よ

り総括質疑に入ろうと思いますが、いかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（時光） ３時半から。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ３時半から総括質疑。

それでは、明日１５時半より総括質疑に入りたいという御意見がございましたので、

そのようにさせていただきたいと思います。

それでは、本日はこれで散会させていただきます。
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お疲れさまでした。

（散会 １６時３５分）
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令和６年度 決算特別委員会

会議録（第２号）

１．招集年月日 令和６年９月５日（木）

２．招集の場所 熊野町役場 ４階 第１委員会室

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

３．出席議員（１４名）

委員長 尺 田 耕 平 副委員長 水 原 耕 一

委員 藤 本 健 太 委員 世 良 将 生

委員 福垣内 邦 治 委員 光 本 一 也

委員 中 島 宜 数 委員 竹 爪 憲 吾

委員 沖 田 ゆかり 委員 片 川 学

委員 民 法 正 則 委員 荒 瀧 穂 積

委員 大瀬戸 宏 樹 委員 時 光 良 造

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．欠席議員（なし）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．事務局出席 議会事務局長 桐 木 和 義

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明員

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 岩 田 秀 次

教 育 長 平 岡 弘 資

総 務 部 長 西 岡 隆 司

企 画 担 当 部 長 榎 並 正 和

住 民 生 活 部 長 西 川 伸一郎

健 康 福 祉 部 長 西 村 ゆ り

建 設 農 林 部 長 堂 森 憲 治

技 術 担 当 部 長 寺垣内 栄 作

教 育 部 長 立 花 太 郎
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総 務 部 次 長 佛 圓 至 裕

住民生活部次長 福 嶋 春 樹

健康福祉部次長 井 原 志保里

建設農林部次長 宗 像 雅 充

教 育 部 次 長 須 賀 雅 彦

財 務 課 長 多久見 良 数

産 業 観 光 課 長 近 藤 光 宏

収 納 管 理 課 長 堀 野 准

防 災 安 全 課 長 北 川 忠 博

生 活 環 境 課 長 花 岡 秀 城

高齢者支援課長 竹 本 園 美

子育て支援課長 熊 野 孝 則

健 康 推 進 課 長 寺 澤 ひとみ

農 林 緑 地 課 長 中 原 幸 成

都 市 整 備 課 長 渡 部 貴 幸

会 計 課 長 福垣内 哲 治

町 公 民 館 長 桐 木 清 美

教 育 指 導 監 梶 弘 樹

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．協議事項

付託された「認定第１号 令和５年度熊野町各会計歳入歳出決算認定」、「認定第２

号 令和５年度熊野町下水道事業会計決算認定」について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．内容

（再開 １５時２６分）

○委員長（尺田） じゃあ少し早いんですけど、執行部いいですか。

それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開します。

各会計書類の閲覧が終わりましたので、各部門ごとに総括質疑を行います。

なお、質疑は各部門における会計ごとに行いたいと思います。

まず、総務部門について質疑を行います。質疑はありませんか。
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（「なし」の声あり）

○委員長（尺田） ないようでしたら、次の総括質疑について、執行部の入替えがありま

すので、しばらくお待ちください。

ある。失礼しました。ちょっと待ってください。

藤本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（藤本） すみません、産業観光課のところで御質問なんですけれども、観光推進

事業ということで、熊野町を対外的にＰＲしとあったんですけれども、どのように対外的

にＰＲしたのか。観光客を呼び込むというところなんですけれども、どの程度呼び込めて

るのかというのがもし集計が取れてればそこを教えていただきたいというふうに思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 近藤課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業観光課長（近藤） 対外的なＰＲの具体的な内容でございますが、広島広域都市圏

の各市町と連携したイベント情報誌の定期発行、また、近隣市町の職員と観光宣伝隊を結

成し、昨年では大阪や岡山などイベントブースを出展し、広報活動を行ったり、また旅行

会社への営業活動等を通じてＰＲを図っております。

観光客なんですけれども、推移といたしましては、コロナの影響で令和２年をピーク

に観光客は落ち込んでおりましたが、昨年は２１万６,０００人とコロナ前まで回復して

おります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 藤本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（藤本） ありがとうございます。もう一つ気になるのが、今インバウンドで海外

からもう本当に観光客というのが大勢来日してると思うんですが、ちょっと分からないか

もしれないんですけど、本町のほう、インバウンドというのは何か影響はあるんでしょう

か。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 近藤課長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業観光課長（近藤） 具体的な数字はございませんが、筆の里工房などに聞きますと、

やはり外国人のお客様、特に団体のお客様が増えているということは聞いております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 藤本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（藤本） ありがとうございます。ちょっと思ったのが、その上にクーポンとある

んですけれども、クーポンは去年が近畿日本ツーリストで今年日本旅行の旅行会社さんが

担当してらっしゃるじゃないですか。それらを活用してもっと海外から人を呼び込むとか、

そういうことというのはちょっと予算が違うかもしれないんですけど、不可能なんですか

ね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 近藤産業観光課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業観光課長（近藤） クーポン券事業につきましては旅行会社のほうが取っておられ

ます。ただ、これについてはクーポンの仕様書に基づいて委託を受けているものですので、

それに誘客を含めるのはちょっと難しいのかなというふうには考えているんですけれども、

旅行会社につきましては営業等を行っておりますので、その辺り御協力いただけるように

対応していきたいというふうに考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 藤本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（藤本） 分かりました。すみません、クーポンとはちょっと全然別の話になって

くるとは思うんですけれども、一応そういうお付き合いがないわけじゃないので、ちょっ

と聞いてみようと思い聞いてみました。ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）
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○委員長（尺田） ないようでしたら、次の総括質疑について、執行部の入替えがありま

すので、しばらくお待ちください。

（執行部入替え）

○委員長（尺田） 続いて、住民生活部門について質疑を行います。

まず、一般会計について質疑はございませんか。

光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） 税の収納についてお聞きをいたします。

町税の中で、町民税と固定資産税の収納率が前年度と比較して下がっておるようです。

その要因について伺います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 堀野収納管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○収納管理課長（堀野） やはり低所得者の納税義務者は、物価高騰の影響を受けて、な

かなか自主納付が難しくなってきている状況と考えています。

それと、預貯金調査を行って差押えをした場合、残高不足で取立てができないことが

増えていることもちょっと要因の一つと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） 分かりました。

それでは、これ未納の方に対しては当然督促、これは去年まで督促状発送して、今年

から廃止でしょうけど、去年までは督促発送して催告、差押えをされとるんじゃないかと

思うんですが、その手順についてちょっと詳しくお聞きします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 堀野収納管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○収納管理課長（堀野） 現年度分の対応とはなりますが、督促状を発送した後、約１か

月以内に納付がない方に再度納付催告を行い、反応がない場合には、その１か月後に財産
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調査予告を行い、反応がない場合に財産調査を行い、それでも納付がないときには１か月

後に差押予告を行い、差押えを着手します。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） それでは、差押えの件数と内容についてお伺いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 堀野収納管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○収納管理課長（堀野） 令和５年度の実績では、差押件数が１７３件、内訳としまして、

預金が１６４件、給与が６件、使用料、土地の借地料などが３件となっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） 詳しくありがとうございました。ちょっと気になったのが、最初の御答

弁の中で、物価高で非常に税金になかなか手が回らないというのが理由というようにお聞

きしたんですが、これ当然生活破綻をさせてはいけないと思うんですが、そういった配慮

についてはどのようにされておりますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 堀野収納管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○収納管理課長（堀野） 実績等はまだ現在ないんですけど、徴収猶予であるとか、納期

の延長であるとか、そういったものが考えられると思います。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） これなかなか税の関係の職員さん大変じゃろ思うんですが、そういった
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やっぱり厳しい状況、特に賃金がなかなか上がらないいうところの状況もまだまだあるよ

うでございますので、その辺は十分に配慮いただきながら、矛盾するんでしょうけど成績

上げてもらうようによろしくお願いいたします。終わります。

○委員長（尺田） ほかにございませんか。

光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） 生活環境課の主要事業のところで、１２ページに記載の、廃棄物収集運

搬事業についてお聞きをいたします。

資料のほうでは３年間の実績を上げておられます。合計から見れば、かなり１人１日

当たりのごみの排出量が徐々に減ってきておるいうことで、これはいいことだと思うんで

すが、これ計画というか目標値に対して、これ目標値が出ておりません。目標値に対して

閲覧時間に確認するところ、大体５％から１０％ぐらいまだ計画値を下回っておるという

んで、頑張りが足りん、計画値でいけば頑張りが足りんというように思えるんですけども、

ちょっとその辺りの状況とか分析をどのようにされとるかいうのをお聞きします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 花岡生活環境課長。

○生活環境課長（花岡） 申し訳ありません、目標値のほうがちょっと付け加えられてな

くて見にくい表になってしまって申し訳ありませんでした。

こちら実数グラム数としては少なくなってるんですが、実際、新型コロナウイルス感

染症の影響によりまして、自宅で過ごす時間が増えたというところで、令和４年度にかけ

てごみの量が増えているものと見ております。新型コロナウイルスの感染症が５類に分類

され、落ち着いた頃よりごみの量も以前のコロナ前のあたりまで戻ってきたような状況が

あります。こちら新型コロナ感染症の要因とする３年間、ごみの量の目標、先ほど議員さ

ん言われましたように減ってはいるんですが、なかなか当初の目標をクリアできてない、

その当初の計画どおりの数字ではコロナウイルスの影響でいかなくなっておりますので、

次回、計画を作成するときには、計画数値から見直していきたいと思っております。今後、

この表を見る限り、ちょっとセンターへの直接納入のほうの数字が大きくなっております

ので、こちらのあたりの数字を分析して、今後調査検討していきたいと思っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○委員長（尺田） 光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） ごみの種類もいろいろあるのですが、これ何か特に種類によっての特徴

はありますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 花岡生活環境課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 本町の特徴という形でなるんですが、ごみの総量に対しまして、

ちょっと可燃ごみの総量が多いというふうにちょっと感じているところがあります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） 分かりました。熊野の場合は特殊ないうか、よそにない筆産業があるん

で、小規模な筆産業は本来なら事業ごみとして出すべきところがここに入っとるんかも分

からんですね。なかなかその辺の分析は難しいと思いますが、頑張っていただきますよう

お願いします。

それと、先ほど課長言われた、ごみ処理計画を策定するというように言われましたけ

ど、これいつされますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 花岡生活環境課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） 来年度予算のほうで少し予算要求させていただきまして、新し

いごみ処理計画のほうに移行したいと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） この計画は義務計画で、実は何年か前に資料を頂いた中で、令和３年ま

での５年間の計画で、それ以降はちょっとできてないんで、早急に来年度つくって、実態
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に合うような計画をつくって実行していただきたいと思います。終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ほかにございませんか。

では、私。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副委員長（水原） 尺田委員長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 失礼します。本年の４月１日より督促手数料延滞金について条例改正

が行われ、それに基づき会計事務処理というものが変更されたと思います。どのように変

更されたのか説明をお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副委員長（水原） 堀野収納管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○収納管理課長（堀野） 督促手数料延滞金については、これまで月ごとに収入した額を

事後調定していたため、収入未済額は決算上計上されていませんでした。督促手数料は、

５年度から発送状況及び過去の未収入となっている額を精査して、１月末、３月末、５月

末に調定を行い、６月初めに収入未済額を令和６年度に繰り越しております。延滞金は本

税の未納額に日数をかけて計算しますので、これまで督促手数料と同様の事務処理を行っ

てきました。しかし、本税が完納した確定延滞金は、調定をすべきものであるため、繰越

分を３月末に、現年度分を５月末に調定を行い、６月初めに収入未済額を令和６年度に繰

り越しております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副委員長（水原） 尺田委員長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 分かりました。今回のこの決算書では、税だけなんですが、督促手数

料の収入未済額が４６万円、そして税と料も含むものの延滞金の収入未済額が４,７００

万円となっております。今後この収入未済額の徴収というのはどのようにされるつもりで

しょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○副委員長（水原） 堀野収納管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○収納管理課長（堀野） 督促手数料につきましては、令和６年４月１日から発送する督

促状から廃止をしております。令和６年度に繰り越した額が最大となり、その後収入した

もの、不納欠損したものが減少していきます。延滞金につきましては、収入したもの、不

納欠損したものが減少し、今後、本税が完納されたものの延滞金が増えていくと考えてい

ます。これらの徴収については、本税の附帯金となる督促手数料や延滞金は、主に現年に

おいても滞納されている方が多く、納付催告等を行い、納付相談や分割納付などにより、

これまでどおり徴収事務を行います。

一方では、納税者の納税資力の状況を見ながら、差押えで徴収するか、収入や財産が

ない場合には、執行停止、時効完成による債権の消滅により不納欠損を行うよう、適正に

管理してまいります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副委員長（水原） 尺田委員長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 現時点ではそれ以上のことは言えないとは思うんですけども、督促手

数料については４６万円ということで、少ない額とはいえないんですが、延滞金の収入未

収額というのが４,７００万円ということで、大きなものとなっておりますので、執行部

におかれても、今後このことについてはどのように対応するのか、引き続き研究していた

だけたらと思います。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ほかにございませんか。

世良委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（世良） すみません、消費者啓発事業のところで、消費生活相談員報酬１００万

とありますけども、これは期間いうか日数いうか、どれぐらいのあれで１００万の報酬な

のかと、あと、熊野町特殊詐欺対策機器購入で５０万上がってますけども、何台だったか

ちょっともう一度聞きたいんですけど。よろしくお願いいたします。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 花岡生活環境課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（花岡） まず生活相談員さんの勤務体系なんですけど、週に２回、月曜、

水曜にお越しいただきまして相談業務を行っております。

迷惑電話なんですが、昨年度５４件を交付しております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（世良） ありがとうございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（尺田） ないようでしたら、続いて、国民健康保険事業特別会計について質疑

はございませんか。よろしいですか。

（「なし」の声あり）

○委員長（尺田） ないようでしたら、続いて、後期高齢者医療特別会計について質疑は

ございませんか。よろしいですか。

（「なし」の声あり）

○委員長（尺田） ないようでしたら、次の総括質疑について、執行部の入替えがありま

すので、しばらくお待ちください。

（執行部入替え）

○委員長（尺田） 続いて、健康福祉部門について質疑を行います。

まず、一般会計について質疑はありませんか。

藤本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（藤本） すみません、民生費のところの、電力・ガス・食料品など価格高騰重点

支援給付金支給事業のところなんですけれども、１回目が３万円、２回目が７万円という

認識なんですが、これ多分対象は同じだと思うんです。世帯数が若干変わってきてるんで

すけれども、その辺の要因とか原因があれば教えてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



－36－

○委員長（尺田） 井原健康福祉部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康福祉部次長（井原） まず世帯数の違いなんですが、基準日がまず異なるというこ

とになります。まず３万円については、令和５年の６月１日、７万円については令和５年

の１２月１日が基準となっております。そういったことで新たに対象になった方、あるい

は３万円が先に支給していたんですけれども、３万円のほうでは申請がなかった方などを

合わせますと１９０件ございました。この１９０件の方にも再度申請の際には通知をさせ

ていただいたんですが、そのうち１４８件の申請があったことによる差だと確認しており

ます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） よろしいですか。

ほかにございませんか。

光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） ちょっと決算書には載ってない子育て支援についてお聞きをいたします。

幼稚園とか保育所に在園をしていない、通ってない、いわゆる未就園児について、こ

れは本町では把握をされておりますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 熊野子育て支援課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て支援課長（熊野） ４月１日の入所状況なので、ゼロ歳から５歳までの３月末の

人口が９７８人、４月１日の入所が町内で５２６人、町外の広域入所で２４人、教育部門、

幼稚園とか、それから町外の幼稚園とかに行かれてる方が１６５人で、人口から引きます

と２６３人の児童がゼロ歳から５歳で未就園児となっております。ただ、そのうちゼロ歳

から２歳につきましては、育休とか御家庭ということが考えられるんですけど、３歳から

５歳につきましては、引き算しますと５人という数字、これはあくまでも見込みで確定的

な数字ではないんですけど、５人という数字が出てまいりました。ただ、療育施設のみに

通われてる方とか、企業型の保育園に預けてるとかという数字はうちのほうでは把握でき

てないので、そういったところを御利用されていればかなりゼロに近い、３歳から５歳に
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ついてはゼロに近い数字と思っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 光本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（光本） 今熊野課長の説明があったように、気になるのはやっぱり３歳から５歳、

学校通うまでの人数がちょっと気になります。なかなか把握方法は難しいかなと思うんで

すけども、特にこれ３歳から５歳に関しては、昨今ネグレクトの問題もありますので、そ

ういった配慮、なかなか統計的に取れない状況だと思いますけど、地域の民生委員さん、

状況とかそういったことも活用しながら、早期発見じゃないですけど、その辺りの面も持

っていただきたいと思います。終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（尺田） ないようでしたら、続いて、介護保険特別会計について質疑はござい

ませんか。よろしいですか。

（「なし」の声あり）

○委員長（尺田） ないようでしたら、次の総括質疑について、執行部の入替えがありま

すので、しばらくお待ちください。

（執行部入替え）

○委員長（尺田） 続いて、建設農林部門について質疑を行います。

まず、一般会計について質疑はございませんか。

堂森部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（堂森） 申し訳ありません。冒頭ちょっと若干お時間をいただきたいと

思います。

昨日の契約締結に関する議案におきまして、説明不足がございました。議決のほうは

いただいておりますけども、改めて概要のほうを説明させていただければと思っておりま

す。

先ほど工事の概要を記しました関連図面のほうをお配りさせていただきました。
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まず、工事の概要でございますけども、敷地造成工として、掘削、運搬、処分が１,

６５０立米、掘削をして場内へ仮置きするものが２万５００立米、調整地擁壁工といたし

まして、逆Ｔ型擁壁が４２３立米となっております。

位置的には調整地のうち、建物の基礎に影響のある赤く着色した部分と、仮設駐車場

の造成について赤く着色している箇所となります。

金額の根拠でございますけども、予定価格９,８７２万５,０００円に対しまして、落

札額９,６８０万円ということで、この額については適正というように考えております。

なお、内訳なんですけども、こういった工種別の金額内訳等割合については、いろい

ろ多方面から御指摘いただいておりますけども、資料のお示し方含めまして、ちょっと改

めて研究をさせていただいて、次回こういった案件から対応させていただきたいというふ

うに考えております。申し訳ございませんでした。

技術的な詳細につきましては、担当課長のほうから概略について説明をさせていただ

きます。今後は議決していただく際に、概要の分かる資料の添付であったり説明をさせて

いただくように改めさせていただきたいと思います。このたびは誠に申し訳ございません

でした。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） 予算概要は。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（堂森） 予算は、予定価格が表に出てる全てになろうかと思っておりま

す。９,８７２万５,０００円に対してということで認識しております。申し訳ございませ

ん。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 片川委員、このことでの質疑ですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） これちょっと最初にされたとるのは聞かなきゃいけん、質疑じゃなしに、

大ざっぱな、予算のことですね。総括の話じゃないんやけど、先ほど申し上げた予算概要

を出してもらわにゃおかしいですよ。不親切、説明が。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 岩田副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○副町長（岩田） 今のお申出は実は先ほど建設部長からも我々もお聞きをいたしました。

それで、まず、予定価格で。また、入札状況等については従来どおりお知らせをしている

ところなんですが、まず予定価格は、設計に対して全体で幾らかという予定価格を入れる

んです。だから部分的に何個が何ぼと予定価格の入れ方はしません。落札もそうでござい

ます。だから、トータルで入札をするということがありますので、その内訳のほうについ

ては公表するという形を今取っておりません。全部の合計が幾らかということだけ言うこ

とになってるんですね。恐らく町の積算と業者の設計が違う可能性は十分あります。業者

は、例えばどこは幾ら、基礎工は幾ら、そういうことがありますので、必ずしもそういう

ことで設計額というのはちょっと公表を控えているというのがあります。それで、これは

議会の場ですから、議員さんが自分の調査のために必要であるものは当然お受けいたしま

すので、それぞれ担当のほうで御説明をするということはいたします。ただし、今回のこ

の決算委員会等は、我々も見たのですが、会議録も公表してありますので、事実上公開と

いう形を取ってございますので、公開の場でその設計に関するような部分をどこまでする

かというのはちょっと他市町の例もいろいろ聞かせてもらいたいと思うんですよね。だか

らちょっと時間をいただきたい、そういうことで、今回はちょっとお待ちいただきたいと

いう判断をしました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） いいですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） この問題は、後から差し上げるの。先に言わせてもらえないと困る。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 今決算委員会最中なんですよね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） ほんならもう止めたら休憩すりゃよかった。この概要に対して。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 分かりました。じゃあ続けて。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） おっしゃりたいことは分かるんですよ。答弁になってないですよ。議決

を得た後にそういう説明が答弁になってない。先にこういう説明が出てきて、これに対し

て議決を仰ぐいうことが順序よくされたんであれば、それもなくして議決した議会も不細
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工なんですよ。正直言って我々が不細工。ですが、ある程度譲歩して議決しとるんです。

その上でこれは正していかにゃいけんいうことで、ある程度提示してくださいいうことを

申し上げた。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 岩田副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（岩田） 本件は議決事案でございますので、これは御存じのように、先に入札

をして、仮契約をして、相手方契約金額を確定した上で議会に諮るという、そういう形を

取ってございますので、全てが事後的な説明にはこの件に関してなろうかと思います。で

すから、例えば全協の場とかでやることで事前にそれをそのときは設計はちょっと申し上

げにくいかも分かりませんが、全体像を示していくというのが今まで足らなかったのかな

という反省はしております。その契約のほうはちょっと御理解ください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） そういうことですよ。要は説明が足らないいうことです。その上で、昨

日意見申し上げた。申し上げた中で、答えがまともに返ってきてないんですよ。その上で

議事進行をなされて議決に至ってるわけですね。それが乱暴じゃ言いよるんです。その上

で説明を求めたんですね。それの結果これですよ。あまりにも乱暴ですよ、やり方。ここ

らは前もって全員協でちゃんとした提示をしていただけないかんのですよ。この企業が何

ぼで請け負った内訳を出せいいよるわけじゃないでしょ。この工事の根拠として役所がこ

のぐらいの根拠でこのボリュームでこの工事に関してはこのボリュームだと、常識的にこ

のぐらいだと、これを落札予定価格として見た、その上で業者が全体でこのぐらい出して

きたいう体で議決してくださいいうんであれば納得ですよ。例えば、このＡ業者が、Ｂ業

者がそれぞれこの工事に対して何ぼで応札してきたんだと、これを言えいいよるわけじゃ

ないんですよ。工事の全体、一つ一つ出す工事の全体に対しての予定がこのぐらいであっ

た、こういう工事に対してはどういうボリュームだと、じゃあ立米どのぐらいだと、それ

を根拠に基づいて入札を行った、失効した場合に応札がこうであった、だから議決してく

れいうのが当たり前じゃないですか。そう思いますけどね。

それで、録画のある中、ライブ中継のある中で、我々も言いにくいんですよ。でもこ

れ住民代表の仕事ですから、問うべきことは問わせてもらわにゃいけない。でありますが、

あなた方に忖度してものを言わない人もたくさんいる。その中での議決だったんですね。
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その上で説明を求めたんです。それ不親切や思いますよ、それがなかったら動議か再議を

起こせばよかったんですが、私が急に。そんな乱暴なことする必要ないでしょう。そのた

めに説明を求めたんですね。その辺ちょっと加味して、今回すぐ、今決算をちょっと邪魔

しとるんでこの辺でやめますから、考えていただけませんか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 岩田副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（岩田） 今の議決事項を書かれた重要契約の議決が、議会議決があるという趣

旨に照らせば、非常に町政全般に関する重要な・・・なんで、それは議会の議決にしめる

という規定がございますので、そういう面からいえば重要なものだというふうに考えなく

ちゃいけませんし、全協を前回実はしたんですけども、全体計画ぐらいしか見せてなくっ

て、ちょっとした図面とかが不足してたんだろうと思います。その辺りは、特に重要案件

については今後配慮させていただきたいと、この点についてはおわびを申し上げたいと思

います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） 最後に一言だけ。全てにおいて、特にこの工房だけじゃないんです。今

まで我々何遍か言ったと思うんですね。説明が足らないんです。分からないまんま認めて

きた議会が不細工なんですよ。正直申し上げて。もう少し分かりやすい説明をしていただ

いて、その上で議決を図ってほしいと思いますんで、今後一つよろしくお願いしますいう

ことで、このお話は終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（荒瀧） 決算やってから、あと担当課が説明する言うんじゃけ、決算先に済ませ

ましょう。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 暫時休憩します。

ちょっと切りきりがいいということで。

再開は明日９時半、よろしくお願いします。

以上で散会します。
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（散会 １６時０８分）
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令和６年度 決算特別委員会

会議録（第３号）

１．招集年月日 令和６年９月６日（金）

２．招集の場所 熊野町役場 ４階 第１委員会室

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

３．出席議員（１４名）

委員長 尺 田 耕 平 副委員長 水 原 耕 一

委員 藤 本 健 太 委員 世 良 将 生

委員 福垣内 邦 治 委員 光 本 一 也

委員 中 島 宜 数 委員 竹 爪 憲 吾

委員 沖 田 ゆかり 委員 片 川 学

委員 民 法 正 則 委員 荒 瀧 穂 積

委員 大瀬戸 宏 樹 委員 時 光 良 造

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．欠席議員（なし）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．事務局出席 議会事務局長 桐 木 和 義

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明員

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 岩 田 秀 次

教 育 長 平 岡 弘 資

総 務 部 長 西 岡 隆 司

企 画 担 当 部 長 榎 並 正 和

住 民 生 活 部 長 西 川 伸一郎

健 康 福 祉 部 長 西 村 ゆ り

建 設 農 林 部 長 堂 森 憲 治

技 術 担 当 部 長 寺垣内 栄 作

教 育 部 長 立 花 太 郎
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総 務 部 次 長 佛 圓 至 裕

住民生活部次長 福 嶋 春 樹

健康福祉部次長 井 原 志保里

建設農林部次長 宗 像 雅 充

教 育 部 次 長 須 賀 雅 彦

財 務 課 長 多久見 良 数

産 業 観 光 課 長 近 藤 光 宏

収 納 管 理 課 長 堀 野 准

防 災 安 全 課 長 北 川 忠 博

生 活 環 境 課 長 花 岡 秀 城

高齢者支援課長 竹 本 園 美

子育て支援課長 熊 野 孝 則

健 康 推 進 課 長 寺 澤 ひとみ

農 林 緑 地 課 長 中 原 幸 成

都 市 整 備 課 長 渡 部 貴 幸

会 計 課 長 福垣内 哲 治

町 公 民 館 長 桐 木 清 美

教 育 指 導 監 梶 弘 樹

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．協議事項

付託された「認定第１号 令和５年度熊野町各会計歳入歳出決算認定」、「認定第２

号 令和５年度熊野町下水道事業会計決算認定」について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．内容

（再開 ９時２６分）

○委員長（尺田） おはようございます。今日最終日なんで、穏便に頼みます。

それじゃあ休憩前に引き続き、協議を再開いたします。

続いて、建設農林部門について質疑を行います。

まず、一般会計について質疑はございませんか。

竹爪委員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（竹爪） すみません、子育て世帯の住むならくまのの応援事業でございますけど、

ここ３年前から比べて昨年度はどの程度、それから今年度に入ってどの程度の件数をい

ただいてらっしゃるかをお聞きします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 渡部都市整備課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○都市整備課長（渡部） 令和４年度は１０６件でございましたが、昨年、令和５年度は

１０１件でございます。町内の転居が３６件、町外の転入者は６５件となっております。

今年度、今８月末現在で３１件となっており、昨年８月末よりもマイナス５件でござい

ます。ほぼ昨年同等というところでございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 竹爪委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（竹爪） それについてなんですが、中古住宅いうのもあると思う、新築住宅。そ

れに対して熊野に移住された方が、新築住宅の場合やったら不動産業者さん並びにいろ

んな情報入ってくると思いますけど、中古住宅なんかで個人間取引をされたりして、こ

の制度をお知りじゃない方もいらっしゃるんではなかろうかなと思ったりするところあ

るんですけど、その辺のことがうまく行き渡ってでしょうか、その辺は。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 渡部都市整備課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○都市整備課長（渡部） 中古物件も何件か申請が出ておりまして、住民課でもその辺り

を御説明をしていただくようにしております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 竹爪委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（竹爪） 町内にいろんな形で、私が住んでる場所でも７件ほどお家が今建ってい
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ってますけど、ぜひ熊野がこれからも住みやすいまちであるとともに、本当はもっとた

くさんの事業費を出してあげてほしいんですが、予算もあることなんで、住むならくま

のと思っておりますので、何とぞよろしく事業を進めてください。よろしくお願いいた

します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（尺田） ないようでしたら、続いて、下水道事業会計について質疑はありませ

んか。よろしいですか。

片川委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） 下水道の整備ですよね。あと何年ぐらい計画で見ておられますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 寺垣内建設農林部技術担当部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○技術担当部長（寺垣内） 国費のつき具合にもよるんですが、今のところ令和１０年を

目標に熊野団地は完成を目指しております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（荒瀧） 県道が延伸をいたしますよね。呉地入ってくるのに竹やぶがあって、あ

っこは橋が架かるという状態のようでございます。あっこ下水道あるんですよね。あれ

を今回計画か何か進めてらっしゃるんですかね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 寺垣内技術担当部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○技術担当部長（寺垣内） せんだって９月補正で認めていただいた設計委託費、これが

県のほうから一応協議がございまして、掘り終わる、オープン化ということで、ちょっ

と移設を今考えているところでございます。
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以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（荒瀧） 非常に地形が段差がありまして、何とか有効活用できんか思ってない知

恵出しよんですけど、竹やぶの下には水路があるんですね。これは青線で土手があるん

で結構広いスペースがあって、細長い川沿いの鰻の寝床みたいな土地が残るわけでござ

いますけれども、その辺りも考慮いただきながら、下水道は当然今、上なんですけども、

下のは市街化区域です。川から東側が。だからこの辺りも配慮いただいて、宅地化する

中で頭に入れていただいておきたいと思うんですが、いかがでございますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 寺垣内技術担当部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○技術担当部長（寺垣内） 荒瀧議員のおっしゃるとおりで、そこら辺も配慮して今から

設計のほうにも加えていきたいと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） よろしいですか。

ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（尺田） ないようでしたら、次の総括質疑について、執行部の入替えがありま

すので、しばらくお待ちください。

（執行部入替え）

○委員長（尺田） 続いて、教育部門について質疑を行います。

質疑はありませんか。

荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（荒瀧） おはようございます。監査委員の意見書が出ておりまして、読まれてお

りますね。

かなり踏み込んだ意見も出てるんで賛否あるようでございます。私はぜひそういう監
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査委員でやっていただきたい。要は会計検査もあるんですが、行政監査という役目もあ

るんですね、監査委員には。行政が適正に執行されるその事業が適正なのかどうかと。

お金だけおうとるばっかりじゃないわけですね。そんな中で、教育に対する価値観の高

い方のようでございまして、人が人として生きていくためには教育は大変大事だと。カ

ーネギーという方の本にも書いてあります。人生を生き抜くために教育が一番大事だと

いう内容の本がございますけども、その中で、意見書として硬直化しておるという伝承

もしとる。そんな中、せんだってワールドカフェをいたしました。情報開示が行っとる

かどうかは分かりませんけども、子供らがやっぱり高所得で安定的な生活を熊野でした

いということは熊野の定住が想定できるわけでございますね。熊野の場合は義務教育ま

でが主ですね。次は高校に行って大学に行くのがあれですけども、トヨタのほうはトヨ

タのフェーズで豊田工業大学という大学がありまして、御存じだと。もうトヨタに専属

で入れて、そういう養成機関として、私ディスコとマイクロンがございます。今急遽高

専も含めて広大もそうでしょうが、人材育成をしませんと、ディスコもどんどん人が人

手不足です。どんどん大きくなりますから。熊野高校でちょっと様子を見よりますと、

芸術コースがあるわけですが、熊野高校の中にも特化してそういうＬＳＩ関係の人材育

成のコースも必要ではないかと。これは県知事に言わないけんのかどうかあれなんです

が、文科省だけでなくて経産省も入った話になろうと思うんですね。町長さんは文科省

の何か窓口になられる役職におられるようでございまして、その辺り子供の夢をかなえ

るためには予算も大事なんですが、そういうコース作り、熊野で学んで熊野高校のその

コースに行けばディスコに入れる、マイクロンに入れる。博士課程の偉い人ばっかりじ

ゃないですから、会社というのは。いろんなことを技術者がいるわけでございます。そ

の辺りをこの将来、この決算なり監査委員の意見を受けて構築されるような考えはない

でしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 平岡教育長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育長（平岡） 子供たちのキャリアを考えていく上で、将来をどう考えていくのかと

いうのは大変大事なことであるというふうに思っております。そういったあたりで、熊

野町はどうしても義務教育を中心に取り組んでおりますけども、幼稚園、保育所から小

学校、中学校で熊野高校も含めて連携教育に随分取り組んでいるところです。この辺り
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は本当に県内においても先進的に取り組んでいると自負をしているところでございます。

そういったあたりで、熊野高校のコースについては、やはり県立ですので県教育委員会

のほうが指導するべきだと思っておりますけども、その辺りの意見交流というのは当然

できますので、熊野高校の校長先生含め県の教育長を含めてやられる機会で、そういっ

たあたりの子供たちのキャリア発達を含めた将来像について、協議ができればというふ

うに考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（荒瀧） ぜひ前向きに。あれなんです、人材不足なんですよ本当。九州の熊本行

かれたら分かりますが、もう家族ごとどんどん呼び込んで外国人まで呼び込まな人が足

らんという。器ばっかり兆円単位で国家事業で投資されてますし、マイクロンもそうで

すね。もう国家事業で大きくなってこられました。もう３０歳超えたら１，０００万プ

レーヤーですよ。こればっかりになりません。やっぱり技術職でも普通の職場よりは給

料は高くいただける、そういう人材を熊野に住んでいただく、そういうことでまた子育

てで循環できるという仕組みも用意するのが私ら先輩というか、役目ではないかと思っ

ておりますので、ぜひ町長さん、いかがですか、その辺りの構想は。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 荒瀧委員、決算に関わることでないような気がするんじゃけど、一般

質問とか予算委員会で言うべき内容だと私はちょっと思うんですけど、よろしいですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（荒瀧） じゃあそうしましょう。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） いいですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（荒瀧） はい。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） ほかにございませんか。

片川委員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） 私も違うかも分からんよ。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） そのときは止めます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） 直接関係ないかも分からんですが、部活動ですね、以前にも質問させて

いただいたんですが、それも教育の一環だろうと思うんですね。それを執行される中で、

以前にも質問したときと同様に、混乱を招いてないのか、現状がどうであるのか、そし

てこれ明らかに決算と関係ないですが今後どうされるのかいうことをお伺いしたいと思

います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 平岡教育長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育長（平岡） 部活動の地域移行につきましては、私も大変胸を痛めているところで、

一番課題と考えているのは、やはり今言われました保護者、生徒が不安に思ったりとか

混乱したりとかというのは避けなければならないというふうに思っているところです。

そういったあたりで、ただ、前回の答弁でも申し上げましたけども、国、文科省を含め、

県の方向性がまだまだ揺れてるとこがございまして、熊野町としても、これも以前答弁

しましたけども、まずは部活動外部の指導員をどう拡充していくのか、充実していくの

か、その辺りで地域連携をどう図っていくのかというところ、それから、部によっては

熊野中学校、東中学校のほうで合同練習をするというふうな形で、少しでも裾野を広げ

ていくといいますか、地域の方々も含めてそんな取組ができればと考えているところで

す。ただ、早急に今すぐこれをするという改革というところまでは行っておりませんけ

ども、その辺りはしっかりと国、県の動向も踏まえながら、決して冒頭申し上げました

けども、保護者、生徒が混乱しないような形で何とか進めていきたいというふうに考え

ております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 片川委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） もう一つ、先日のワールドカフェにおいて、筆のふの字も出てこなかっ
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たような気がするんですね。それがどうこういう問題ではないんですが、一つ疑問に思

ったのが、この文化いうものの教育ですよね。どういうふうな執行なされたんかなとち

ょっと疑問に思ったとこがございまして、子供たちを見ておられるのは教育現場の方で

しょうから、どういう感覚で捉えておられるかな思って、ちょっと教えていただけます

か。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 平岡教育長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育長（平岡） 今回中学生との懇談ということだと思うんですけども、熊野中学校で

は、今県の指導を受けまして、まさに熊野町のシビックプライドをテーマに取り組んで

いるところなんです。その中では、いわゆる伝統文化である熊野の筆についても学習す

るという方向でやっておりますけども、正直ここ数年の中学校の、そういう総合的な学

習、要は地域ふるさと学習については、どちらかというと防災教育にシフトしたような

形で取組が随分進められてきています。そういったあたりで、決してその筆文化につい

て学ばないということはないんですけども、中学生の意識の中で、今特に３年生につい

ては、防災教育のほうにシフトしていっておりましたので、そういった意識が影響して

るのかなというふうに思ってるところです。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） よろしいですか。

ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（尺田） ないようであれば、以上で全ての審査が終了しました。

執行部の皆さん、ありがとうございました。それでは、退出をお願いいたします。

（執行部退室）

○委員長（尺田） これより委員会審査のまとめとして報告書を作成します。

報告書作成に当たり、特に意見等がありますでしょうか。

（「なし」の声あり）

○委員長（尺田） 特に意見がないようですので、認定第１号、令和５年度熊野町各会計

歳入歳出決算認定については、原案のとおり認定するとする報告書を作成したいと思い
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ますが、皆さんよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（尺田） それではそのように報告書を作成いたします。

続いて、認定第２号、令和５年度熊野町下水道事業会計決算認定については、原案の

とおり認定することとする報告書を作成したいと思いますが、皆さんよろしいでしょう

か。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（尺田） それでは、これより報告書を作成します。

暫時休憩します。

（休憩 ９時４６分）

（再開 ９時４７分）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（尺田） 休憩前に引き続き、委員会を再開します。

報告書ができましたので朗読します。

令和６年９月６日

熊野町議会議長 時光良造様

決算特別委員会委員長 尺田耕平

令和５年度熊野町決算特別委員会審査報告書（案）

本委員会は、令和６年９月４日の令和６年第３回熊野町議会定例会において付託され

た次の件について慎重に審査した結果、原案のとおり認定すべきものと決定したので、

会議規則第７７条の規定により報告します。

認定第１号 令和５年度熊野町各会計歳入歳出決算認定について

認定第２号 令和５年度熊野町下水道事業会計決算認定について

以上でございます。

お諮りします。ただいまの報告書を本会議に報告することに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（尺田） 異議なしと認めます。

よって、ただいまの報告書を本会議に報告することに決定しました。

皆さん、御協力ありがとうございました。お疲れでございました。

（閉会 ９時４８分）
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上記の記録の内容が正確であることを証するため署名する。

決算特別委員会委員長

副委員長


